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Information' s
くらしのおしらせみとよ

国民年金のお知らせくらしくらし

　

短
期
年
金
受
給
者
は

　
　

「
所
得
状
況
届
」
を
忘
れ
ず
に

　　

７
月
は
国
民
年
金
（
短
期
年
金
）
受
給
者
が

「
所
得
状
況
届
」
を
提
出
す
る
月
で
す
。

届
け
出
が
必
要
な
人

●
20
歳
前
に
初
診
日
の
あ
る
傷
病
な
ど
に
よ
る

障
が
い
基
礎
年
金
や
障
が
い
福
祉
年
金
か
ら

の
裁
定
替
え
に
よ
り
障
が
い
基
礎
年
金
を
受

給
中
の
人

　

年
金
コ
ー
ド　

６
３
５
０　

２
６
５
０

●
母
子
（
準
母
子
）
福
祉
年
金
か
ら
の
裁
定
替

え
に
よ
り
遺
族
基
礎
年
金
を
受
給
中
の
人

　

年
金
コ
ー
ド　

２
７
５
０　

２
８
５
０

　

受
給
者
に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
所
得
状
況

届
が
送
付
さ
れ
、
こ
の
届
け
に
よ
り
毎
年
、
所

得
審
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。
所
得
の
申
告
を
し

て
い
な
い
場
合
、
年
金
の
支
給
が
一
時
的
に
停

止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
収
入
が
な

い
受
給
者
も
必
ず
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に
住
所
を

変
更
し
た
受
給
者
は
、
平
成
26
年
１
月
１
日
に

住
民
登
録
を
し
て
い
た
市
町
村
で
、
平
成
26
年

度
所
得
課
税
証
明
書
（
平
成
25
年
分
所
得
）
の

交
付
を
受
け
て
、
所
得
状
況
届
と
い
っ
し
ょ
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
保
険
料
の
納
付

　

次
の
と
お
り
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

団
地
名　
　

宮
尾
団
地
（
財
田
町
財
田
中
）

構
造　
　
　

耐
火
２
階
建

　
　
　
　
　

４
Ｌ
Ｄ
Ｋ
・
水
洗
ト
イ
レ

募
集
戸
数　

２
戸

使
用
料　
　

月
額
４
８
，０
０
０
円

申
し
込
み
が
で
き
る
人

　

次
の
条
件
を
す
べ
て
備
え
て
い
る
人

①
市
内
に
住
所
ま
た
は
勤
務
場
所
を
有
す
る

　

人
②
同
居
の
親
族
か
、
同
居
し
よ
う
と
す
る
親

　

族
が
い
る
人
（
事
実
上
婚
姻
関
係
に
あ
る

　

人
や
婚
約
者
を
含
む
）

③
現
に
住
宅
に
困
窮
し
て
い
る
人

④
市
町
村
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な
い
人

⑤
世
帯
の
月
額
所
得
が
15
万
８
，０
０
０
〜

　

48
万
７
，０
０
０
円
の
人

⑥
申
込
者
ま
た
は
同
居
親
族
が
暴
力
団
員
で

　

な
い
こ
と

入
居
予
定
時
期　

８
月
上
旬

必
要
書
類

●
申
込
書
（
住
宅
課
、
各
支
所
に
あ
り
ま
す
）

●
入
居
予
定
者
全
員
の
住
民
票

●
所
得
課
税
証
明
書
・
納
税
証
明
書

　

（
学
生
を
除
く
15
歳
以
上
の
人
）

　

入
居
希
望
者
は
７
月
15
日
（
火
）
の
午
前

８
時
30
分
〜
午
後
５
時
（
土
・
日
は
除
く
）

ま
で
に
、
必
要
書
類
を
住
宅
課
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
地
域
防
災
を
担
う
人
材
の
育

成
を
目
的
に
、
防
災
士
養
成
講
座
を
開
催

し
ま
す
。

　

防
災
士
と
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
防
災

士
機
構
が
認
定
す
る
民
間
資
格
で
、
社
会

の
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
減
災
と
防
災
力

向
上
の
た
め
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

講
座
で
は
、
防
災
に
関
す
る
知
識
を
学

習
す
る
ほ
か
、
避
難
所
の
開
設
と
運
営
な

ど
実
践
的
な
演
習
も
行
う
予
定
で
す
。
ま

た
、
講
座
の
最
後
に
は
資
格
取
得
試
験
を

実
施
し
ま
す
。
試
験
に
合
格
す
る
と
、
防

災
士
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
防
災
士
と
な
り

ま
す
。

　

防
災
士
と
し
て
登
録
さ
れ
た
ら
、
自
主

防
災
組
織
へ
の
訓
練
指
導
や
防
災
活
動
の

実
施
な
ど
、
地
域
防
災
の
現
場
で
活
躍
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

講
習
受
講
か
ら
資
格
取
得
試
験
ま
で
、

一
度
に
で
き
る
機
会
で
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

対
象

　

市
内
在
住
ま
た
は
市
内
に
勤
務
す
る
20

歳
以
上
の
人

日
時

　

11
月
29
日
（
土
）
９
時
〜
17
時
10
分

　
　
　

30
日
（
日
）
９
時
〜
18
時
30
分

　

２
日
間
と
も
受
講
し
な
い
と
資
格
は
取

得
で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
は
、

普
通
救
命
講
習
を

受
け
て
い
る
こ
と

が
必
須
で
す
。
ま

だ
受
講
し
て
い
な

い
人
は
、
本
講
座

と
は
別
に
普
通
救

命
講
習
（
無
料
）

を
受
講
し
て
く
だ

さ
い
。

会
場　

　

高
瀬
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

定
員　

　

50
人

　

応
募
者
多
数
の
場
合
は
先
着
順
と
な
り

ま
す
。
ま
た
、
応
募
が
少
な
い
場
合
は
、

開
催
し
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

参
加
費

１
０
，０
０
０
円

（
教
材
費
、
防
災
士
資
格
取
得
試
験
料
、

防
災
士
資
格
認
証
登
録
料
）

　

防
災
士
研
修
講
座
受
講
料
５
０
，９
２
０

円
は
市
が
負
担
し
ま
す
。

申
し
込
み
方
法　

　

申
込
書
に
参
加
費
を
添
え
て
、
総
務
課

ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
は
総
務
課
ま
た
は
各
支
所
に
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

申
し
込
み
期
間

　

７
月
７
日
（
月
）
〜
８
月
８
日
（
金
）

※
開
庁
時
間
内
の
み
受
付

が
免
除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

免
除
や
猶
予
を
受
け
る
こ
と
で
老
齢
・
障
が

い
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受
給
権
を
確
保
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

免
除
申
請

　

本
人
、
配
偶
者
、
世
帯
主
の
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
申
請
に
よ
り
全
額
免
除
ま

た
は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

学
生
で
な
い
30
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
、
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
申

請
に
よ
り
全
額
猶
予
さ
れ
ま
す
。

承
認
期
間

　

７
月
か
ら
翌
年
６
月
（
申
請
日
が
１
月
か
ら

６
月
の
場
合
は
そ
の
年
の
６
月
）
ま
で
で
す
。

　

免
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、
毎
年
申
請
書
の

提
出
が
必
要
で
す
が
、
全
額
免
除
と
若
年
者
納

付
猶
予
に
限
り
、
引
き
続
き
免
除
・
猶
予
を
希

望
す
る
場
合
は
、
毎
年
の
申
請
は
不
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
退
職
や
被
災
を
理
由
に
承
認
さ
れ

た
場
合
は
、
継
続
免
除
の
対
象
に
は
な
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
税
の
未
申
告
に
よ
り
前
年
所
得
が

確
認
で
き
な
い
と
き
は
、
改
め
て
申
請
が
必
要

に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

追
納
制
度

　

免
除
・
猶
予
を
受
け
た
期
間
の
保
険
料
は
、

10
年
以
内
で
あ
れ
ば
後
か
ら
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
期
間
の
翌

年
度
か
ら
起
算
し
て
、
３
年
目
以
降
に
保
険
料

を
追
納
す
る
場
合
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に
経

過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
年
４
月
か
ら
法
律
が
改
正
さ
れ
て
、

２
年
１
カ
月
前
の
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
免

除
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
失
業
な
ど
に

よ
り
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
経
済
的
に
困

難
に
な
っ
た
も
の
の
、
申
請
を
忘
れ
て
い
た
た

め
に
未
納
期
間
が
あ
る
人
は
、
市
民
課
ま
た
は

善
通
寺
年
金
事
務
所
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　　
　

社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　

無
料
年
金
相
談

●
日
時　

７
月
９
日
（
水
）

　
　
　
　

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

●
場
所　

三
豊
市
役
所
西
館

●
持
っ
て
い
く
も
の　

年
金
手
帳
、
年
金
証
書
な
ど
の
ほ
か
、
相
談

者
本
人
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
も
の
。

代
理
人
の
場
合
は
、
委
任
状
お
よ
び
代
理
人

本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
も
の
が
必

要
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ

街
角
の
年
金
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

高
松
（
オ
フ
ィ
ス
）

☎
０
８
７
（
８
１
１
）
６
０
２
０

　
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
年
金
に
関
す
る
便
利
な
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご
利
用
に
は
ユ
ー
ザ
Ｉ
Ｄ

の
取
得
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
日
本
年
金
機

構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

特定公共賃貸市営住宅　入居者募集▲

申し込み・問い合わせ　住宅課　 ☎73－3045

募集

防災士養成講座 ▲

申し込み・問い合わせ　総務課　 ☎73－3000

募集

対
象

日
時

会
場

定
員

参
加
費

申
し
込
み
期
間

申
し
込
み
方
法

使
用
料

申
し
込
み
が
で
き
る
人

入
居
予
定
時
期

必
要
書
類

市民課　☎73－3005　善通寺年金事務所　☎0877－62－1662
ねんきんネット　http://www.nenkin.go.jp/n_net/

▲

問い合わせ

団
地
名

募
集
戸
数

構
造


